
JP 2017-203282 A 2017.11.16

10

(57)【要約】
【課題】戸尻側縦框と横框との接合部分の変形を回避す
ること。
【解決手段】ピボットヒンジ６は、中空状の形材でそれ
ぞれ構成された戸尻側縦框５４及び横框５６を備えた可
動障子に設けられ、建物の開口部に設置された枠体に係
合して当該枠体に対して当該可動障子を回動自在とする
。このピボットヒンジ６は、戸尻側縦框５４の端部に位
置し、枠体２に係合して鉛直軸を中心とした可動障子５
の回動中心となる係合部を有するピボットヒンジ本体７
と、ピボットヒンジ本体７に接続し、横框５６の端部か
ら横框５６の内部に挿入される横框挿入部８とを備える
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空状の形材でそれぞれ構成された戸尻側縦框及び横框を備えた可動障子に設けられ、
建物の開口部に設置された枠体に係合して当該枠体に対して当該可動障子を回動自在とす
るピボットヒンジであって、
　前記戸尻側縦框の端部に位置し、前記枠体に係合して鉛直軸を中心とした前記可動障子
の回動中心となる係合部を有するピボットヒンジ本体と、
　前記ピボットヒンジ本体に接続し、前記横框の端部から当該横框の内部に挿入される横
框挿入部とを備える
　ことを特徴とするピボットヒンジ。
【請求項２】
　前記可動障子は、
　前記開口部を閉塞した状態で当該可動障子にて仕切られる第１空間及び第２空間のうち
、当該第１空間側に回動することで前記開口部を開放し、
　前記係合部は、
　前記戸尻側縦框の端部において、前記可動障子にて前記開口部を閉塞した状態で、前記
第１空間側に位置する
　ことを特徴とする請求項１に記載のピボットヒンジ。
【請求項３】
　前記可動障子は、
　前記戸尻側縦框及び前記横框にて支持される面材を備え、
　前記戸尻側縦框には、
　当該戸尻側縦框の長手方向に延び、前記面材の端部が挿入される保持溝が設けられ、
　前記ピボットヒンジ本体は、
　前記保持溝に挿入される縦框挿入部を備える
　ことを特徴とする請求項１または２に記載のピボットヒンジ。
【請求項４】
　前記横框挿入部は、
　固定具にて前記横框に対して固定される
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載のピボットヒンジ。
【請求項５】
　前記ピボットヒンジ本体は、
　前記戸尻側縦框の端部の小口を閉塞する閉塞部を備え、
　前記係合部は、
　前記閉塞部に設けられている
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載のピボットヒンジ。
【請求項６】
　建物の開口部に設置された枠体と、
　中空状の形材でそれぞれ構成された戸尻側縦框及び横框を有する可動障子と、
　前記枠体に係合して当該枠体に対して前記可動障子を回動自在とする請求項１～５のい
ずれか一つに記載のピボットヒンジとを備える
　ことを特徴とする建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ピボットヒンジ、及び当該ピボットヒンジを備えた建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、可動障子に設けられ、枠体に係合して当該枠体に対して当該可動障子を回動自在
とするピボットヒンジを備えた建具が知られている（例えば、特許文献１参照）。
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　特許文献１に記載の建具（開口部装置）において、可動障子（戸体）は、中空状の形材
でそれぞれ構成された戸尻側縦框、一対の横框（下框及び上框）、及び戸先側縦框と、こ
れらの框部材に支持されるガラス等の面材とを備える。また、ピボットヒンジは、戸尻側
縦框の下部に内蔵された下側ピボットヒンジ（軸受け側部材）と、戸尻側縦框の上部に内
蔵された上側ピボットヒンジ（ピボット軸側部材）とを備える。そして、下側ピボットヒ
ンジ（軸受け側部材）は、下枠に設けられたピボット軸側部材に係合する。また、上側ピ
ボットヒンジ（ピボット軸側部材）は、上枠に設けられた軸受け側部材に係合する。これ
により、可動障子は、鉛直軸を中心として、枠体に対して回動自在となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５６２８５３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載の建具では、下框に加わる面材等による荷重は、当該下框
に接合された戸尻側縦框に加わり、当該戸尻側縦框に設けられた下側ピボットヒンジ（軸
受け側部材）を介して、下枠（ピボット軸側部材）に伝わる。また、上框に加わる面材等
による荷重の一部は、当該上框に接合された戸尻側縦框に加わり、当該戸尻側縦框に設け
られた上側ピボットヒンジ（ピボット軸側部材）を介して、上枠（軸受け側部材）に伝わ
る。
　そして、このような構造では、戸尻側縦框及び横框（下框及び上框）の接合部分に応力
が集中し、当該接合部分が変形してしまう恐れがある、という問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みて、戸尻側縦框と横框との接合部分の変形を抑制することが
できるピボットヒンジ及び建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係るピボットヒンジは、中空状の形材でそれぞれ構
成された戸尻側縦框及び横框を備えた可動障子に設けられ、建物の開口部に設置された枠
体に係合して当該枠体に対して当該可動障子を回動自在とするピボットヒンジであって、
前記戸尻側縦框の端部に位置し、前記枠体に係合して鉛直軸を中心とした前記可動障子の
回動中心となる係合部を有するピボットヒンジ本体と、前記ピボットヒンジ本体に接続し
、前記横框の端部から当該横框の内部に挿入される横框挿入部とを備えることを特徴とす
る。
【０００７】
　本発明では、ピボットヒンジは、上述したピボットヒンジ本体及び横框挿入部を備える
。このため、横框に加わる面材等による荷重は、当該横框に接合された戸尻側縦框と、当
該横框の端部から当該横框の内部に挿入された横框挿入部との双方にそれぞれ加わり、ピ
ボットヒンジを介して、枠体に伝わる。すなわち、横框から戸尻側縦框に加わる荷重をピ
ボットヒンジに分散し、戸尻側縦框及び横框の接合部分に応力が集中することを回避する
ことができる。
　したがって、本発明に係るピボットヒンジによれば、戸尻側縦框と横框との接合部分の
変形を抑制することができる、という効果を奏する。
　また、係合部は、戸尻側縦框の端部に位置する。このため、例えば、係合部を横框に対
向する位置（下框の下方、上框の上方）に設けた構成と比較して、可動障子の回動時に生
じる戸尻側縦枠と戸尻側縦框との隙間の変動を低減することができる。
【０００８】
　また、本発明は、上述したピボットヒンジにおいて、前記可動障子は、前記開口部を閉
塞した状態で当該可動障子にて仕切られる第１空間及び第２空間のうち、当該第１空間側



(4) JP 2017-203282 A 2017.11.16

10

20

30

40

50

に回動することで前記開口部を開放し、前記係合部は、前記戸尻側縦框の端部において、
前記可動障子にて前記開口部を閉塞した状態で、前記第１空間側に位置することを特徴と
する。
　本発明では、係合部は、戸尻側縦框の端部において、第１空間側に位置する。このため
、可動障子の回動時に生じる戸尻側縦枠と戸尻側縦枠との隙間の変動を最小限に留めるこ
とができる。
【０００９】
　また、本発明は、上述したピボットヒンジにおいて、前記可動障子は、前記戸尻側縦框
及び前記横框にて支持される面材を備え、前記戸尻側縦框には、当該戸尻側縦框の長手方
向に延び、前記面材の端部が挿入される保持溝が設けられ、前記ピボットヒンジ本体は、
前記保持溝に挿入される縦框挿入部を備えることを特徴とする。
　本発明では、ピボットヒンジ本体は、上述した縦框挿入部を備える。このため、例えば
横框に対して横框挿入部を固定して当該横框の長手軸を中心とする当該横框の回転に伴っ
て当該ピボットヒンジも回転するように構成しておけば、当該回転は、縦框挿入部が保持
溝の内面に当接することにより規制される。したがって、戸尻側縦框に対する横框の上述
した回転（横框の転び）を回避することができる。
　そして、ピボットヒンジにより横框の転びを規制することができるため、例えば、横框
の内部に当該横框の長手軸に沿って延在するビスホールを１つのみ設け、戸尻側縦框を介
して、当該ビスホールに框固定ネジを螺合することによって、戸尻側縦框及び横框を接合
する構造を採用することができる。すなわち、１つのみのビスホール及び框固定ネジを利
用して戸尻側縦框及び横框を接合しても、ピボットヒンジにより横框の転びを規制するこ
とができる。したがって、横框の内部に複数のビスホールを設ける必要がなく、横框を細
くすることが可能となる。また、例えば、縦框挿入部を戸尻側縦框の端部から当該戸尻側
縦框の内部に挿入する構造を採用した場合には、戸尻側縦框を細くすることが難しいとこ
ろ、縦框挿入部を保持溝に挿入する構造を採用することで、戸尻側縦框も細くすることが
可能となる。
【００１０】
　また、本発明は、上述したピボットヒンジにおいて、前記横框挿入部は、固定具にて前
記横框に対して固定されることを特徴とする。
　本発明では、横框挿入部は、横框に対して固定される。このため、横框から戸尻側縦框
に加わる荷重をピボットヒンジに効果的に分散することができる。したがって、戸尻側縦
框と横框との接合部分の変形を抑制することができる、という効果を好適に実現すること
ができる。
【００１１】
　また、本発明は、上述したピボットヒンジにおいて、前記ピボットヒンジ本体は、前記
戸尻側縦框の端部の小口を閉塞する閉塞部を備え、前記係合部は、前記閉塞部に設けられ
ていることを特徴とする。
　本発明では、ピボットヒンジ本体は、上述した閉塞部を備える。このため、戸尻側縦框
の端部の小口を閉塞するキャップとしての機能をピボットヒンジに持たせることができ、
例えば、ピボットヒンジとは別にキャップを設ける構成と比較して、構造の簡素化を図る
ことができる。
【００１２】
　本発明に係る建具は、建物の開口部に設置された枠体と、中空状の形材でそれぞれ構成
された戸尻側縦框及び横框を有する可動障子と、前記枠体に係合して当該枠体に対して前
記可動障子を回動自在とする上述したピボットヒンジとを備えることを特徴とする。
　本発明に係る建具は、上述したピボットヒンジを備えるため、上述したピボットヒンジ
と同様の作用及び効果を奏する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るピボットヒンジ及び建具によれば、戸尻側縦框と横框との接合部分の変形
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を回避することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る浴室用建具を浴室側から見た図である。
【図２】図２は、図１に示した可動側下框及び戸尻側縦框の接合部分を脱衣室側から見た
分解斜視図である。
【図３】図３は、図２に示したピボットヒンジを浴室側でかつ上方側から見た斜視図であ
る。
【図４】図４は、図２に示したピボットヒンジを浴室側でかつ下方側から見た斜視図であ
る。
【図５】図５は、図３及び図４に示したピボットヒンジを可動障子に取り付けた状態を戸
尻側から見た図である。
【図６】図６は、図３及び図４に示したピボットヒンジを可動障子に取り付けた状態を浴
室側から見た図である。
【図７】図７は、図３及び図４に示したピボットヒンジを可動障子に取り付けた状態を上
方側から見た図である。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の実施の形態の効果を説明する図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明の実施の形態の効果を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態）について
説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
さらに、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付している。
【００１６】
　〔建具の概略構成〕
　図１は、本発明の実施の形態に係る浴室用建具１を浴室側から見た図である。
　浴室用建具１は、浴室（本発明に係る第１空間に相当）及び脱衣室（本発明に係る第２
空間に相当）の間の開口部Ｏｐに設置され、ＦＩＸ窓（固定障子４）と、浴室ドア（可動
障子５）とを連窓形式で併設した建具である。この浴室用建具１は、図１に示すように、
枠体２と、方立３と、固定障子４と、可動障子５とを備える。
　ここで、具体的な図示は省略したが、浴室には、ユニットバスが設置されている。ユニ
ットバスは、床面となる防水パンの周囲に側壁パネルを有し、側壁パネルの上端部間に天
井パネルを有したもので、側壁パネルにおいて出入口となる部分にのみ開口部Ｏｐを有し
ている。
【００１７】
　枠体２は、上枠２１、下枠２２、第１縦枠２３、及び第２縦枠２４を四周枠組みするこ
とによって構成され、開口部Ｏｐに設置される。
　方立３は、上枠２１及び下枠２２の間に上下方向に配設され、第１縦枠２３との間に第
１開口Ｏｐ１を形成するとともに、第２縦枠２４との間に第２開口Ｏｐ２を形成する。
　固定障子４は、上枠２１、下枠２２、第１縦枠２３、及び方立３に対して固定され、第
１開口Ｏｐ１を閉塞する。この固定障子４は、透明樹脂やガラス等の透光性を有する矩形
板状の固定側面材４１と、固定側面材４１の四周にそれぞれ装着される固定側上框４２、
固定側下框４３、固定側第１縦框４４、及び固定側第２縦框４５とを備える。
【００１８】
　可動障子５は、方立３が戸先側に位置し、浴室側に開くように、上下に設けられたピボ
ットヒンジ６（図２参照）を介して、上枠２１及び下枠２２に対して回動自在に取り付け
られ、出入口となる第２開口Ｏｐ２を開閉する。この可動障子５は、可動側面材５１と、
可動側上框５２と、可動側下框５３と、戸尻側縦框５４と、戸先側縦框５５とを備える。
　なお、可動側上框５２及び可動側下框５３は、本発明に係る横框５６に相当する。
　可動側面材５１は、本発明に係る面材に相当する部材であり、透明樹脂やガラス等の透
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光性を有する矩形状に形成されている。この可動側面材５１には、可動障子５を開閉する
ためのハンドル５１１が固定されている。
　各框部材５２～５５は、アルミニウム合金によって成形した押し出し形材であり、全長
に亘って略一様な断面形状を有し、可動側面材５１の四周にそれぞれ装着される。
　なお、以下で記載する各框部材５２～５５の「長手方向」は、押し出し成形する場合の
押し出し方向に一致する。また、以下で記載する「内周側」及び「外周側」は、各框部材
５２～５５を四周枠組みした場合での当該枠の内周側及び外周側をそれぞれ意味する。
【００１９】
　図２は、可動側下框５３及び戸尻側縦框５４の接合部分を脱衣室側から見た分解斜視図
である。
　なお、以下で記載する「見込み方向」は、図２の矢印Ａｒで示すように、浴室用建具１
の奥行き（可動障子５の厚み）に沿った方向である。見込み方向に沿った平面については
、見込み面と称し、見込み方向に直交する平面については見付け面と称する場合がある。
　可動側下框５３は、図２に示すように、長手方向に延びるホロー５３Ａを有する角筒状
に形成され、当該長手方向が左右方向に向くように配設される。
【００２０】
　可動側下框５３において、内周側の見込み面を構成する下框第１見込み壁部５３１の浴
室側の位置には、下方に向けて窪み、当該可動側下框５３の長手方向に沿って延在する下
框凹条溝５３１１が形成されている。この下框凹条溝５３１１は、可動側面材５１の下端
部が挿入され、当該可動側面材５１を保持する部分である。
　すなわち、ホロー５３Ａは、下框凹条溝５３１１を設けたことにより、当該下框凹条溝
５３１１の下方に位置する部分の高さ寸法（図２中、上下方向の寸法）が他の部分の高さ
寸法よりも小さくなっている。以下では、説明の便宜上、ホロー５３Ａにおける下框凹条
溝５３１１の下方に位置する部分を第１ホロー５３Ａ１と記載し、その他の部分を第２ホ
ロー５３Ａ２と記載する。
【００２１】
　また、第２ホロー５３Ａ２には、下框第１見込み壁部５３１の内面から突出し、可動側
下框５３の長手方向に沿って延在するビスホール５３１２が形成されている。
　さらに、可動側下框５３において、外周側の見込み面を構成する下框第２見込み壁部５
３２には、第２ホロー５３Ａ２と可動側下框５３の外部とを連通し、２つのヒンジ固定ネ
ジ（本発明に係る固定具に相当）Ｓｃ（図５，図６参照）をそれぞれ挿通するための２つ
の挿通孔５３２１（図５，図６参照）が可動側下框５３の長手方向に沿って並設されてい
る。
　なお、可動側上框５２は、具体的な図示は省略したが、可動側下框５３に対して略上下
対称となる形状を有する。
【００２２】
　戸尻側縦框５４は、図２に示すように、長手方向に延びるホロー５４Ａを有する角筒状
に形成され、当該長手方向が上下方向に向くように配設される。
　戸尻側縦框５４において、内周側の見込み面を構成する縦框第１見込み壁部５４１の浴
室側の位置には、外周側に向けて窪み、当該戸尻側縦框５４の長手方向に沿って延在する
縦框凹条溝５４１１が形成されている。この縦框凹条溝５４１１は、可動側面材５１の戸
尻側の端部が挿入され、当該可動側面材５１を保持する部分である。すなわち、縦框凹条
溝５４１１は、本発明に係る保持溝に相当する部分である。本実施の形態では、縦框凹条
溝５４１１は、その底部分が戸尻側縦框５４における外周側の見込み面を構成する縦框第
２見込み壁部５４２となるように形成されている。
　また、縦框第１見込み壁部５４１には、ホロー５４Ａと戸尻側縦框５４の外部とを連通
し、框固定ネジ（図示略）を挿通するための挿通孔５４１２が形成されている。
　なお、戸先側縦框５５は、具体的な図示は省略したが、戸尻側縦框５４に対して略左右
対称となる形状を有する。
【００２３】
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　そして、可動側下框５３は、両端部を戸尻側縦框５４及び戸先側縦框５５にそれぞれ当
接させ、当該各縦框５４，５５の各挿通孔５４１２（戸先側縦框５５の挿通孔については
図示略）を介して、各框固定ネジ（図示略）をビスホール５３１２に螺合することによっ
て、各縦框５４，５５に対して縦勝ち（両端部が各縦框５４，５５の側面に当接した状態
）に框組みされる。なお、可動側上框５２についても同様に、各縦框５４，５５に対して
縦勝ちに框組みされる。
【００２４】
　以上説明した可動側上框５２及び可動側下框５３と戸尻側縦框５４との各接合部分には
、図２に示すように、ピボットヒンジ６がそれぞれ設けられている。なお、可動側上框５
２と戸尻側縦框５４との接合部分に設けられるピボットヒンジ（図示略）と、可動側下框
５３と戸尻側縦框５４との接合部分に設けられるピボットヒンジ６とは、上下対称となる
形状である。このため、以下では、可動側下框５３と戸尻側縦框５４との接合部分に設け
られるピボットヒンジ６について説明し、可動側上框５２と戸尻側縦框５４との接合部分
に設けられるピボットヒンジについては説明を省略する。
【００２５】
　〔ピボットヒンジの構成〕
　図３は、ピボットヒンジ６を浴室側でかつ上方側から見た斜視図である。図４は、ピボ
ットヒンジ６を浴室側でかつ下方側から見た斜視図である。図５は、ピボットヒンジ６を
可動障子５に取り付けた状態を戸尻側から見た図である。図６は、ピボットヒンジ６を可
動障子５に取り付けた状態を浴室側から見た図である。図７は、ピボットヒンジ６を可動
障子５に取り付けた状態を上方側から見た図である。
　なお、図５ないし図７では、説明の便宜上、適宜、可動側下框５３を一点鎖線で示し、
戸尻側縦框５４を二点鎖線で示している。
　ピボットヒンジ６は、戸尻側に位置するピボットヒンジ本体７と、戸先側に位置する横
框挿入部８とが一体形成された構成を有する。
【００２６】
　ピボットヒンジ本体７は、閉塞部７１と、係合部７２と、縦框挿入部７３とを備える。
　閉塞部７１は、戸尻側縦框５４の端部の小口を閉塞する部分である。より具体的に、閉
塞部７１は、略平板形状を有し、ピボットヒンジ６が可動障子５に取り付けられた状態で
、図６または図７に示すように、一方の板面（上方の板面）が戸尻側縦框５４の下端に当
接し、戸尻側縦框５４の下方の小口を閉塞する。
　この閉塞部７１には、表裏を貫通する水抜き孔７１１が形成されている。すなわち、ホ
ロー５４Ａに浸入した水等は、水抜き孔７１１を介して、ホロー５４Ａの外部に排出され
る。
【００２７】
　係合部７２は、戸尻側縦框５４の端部に位置し、枠体２に設けられた係合凹部（図示略
）に係合して鉛直軸を中心とした可動障子５の回動中心となる部分である。より具体的に
、係合部７２は、閉塞部７１の他方の板面（下方の板面）に直交するように当該板面に立
設された略円柱形状を有し、下枠２２における戸尻側に設けられた係合凹部（図示略）に
係合して（挿入されて）鉛直軸を中心とした可動障子５の回動中心となる。この係合部７
２は、ピボットヒンジ６が可動障子５に取り付けられ、可動障子５にて第２開口ＯＰ２を
閉塞した状態で、図７に示すように、戸尻側縦框５４の端部において、浴室側に位置する
。より具体的に、係合部７２は、縦框凹条溝５４１１の下方に位置する。
　縦框挿入部７３は、閉塞部７１の一方の板面（上方の板面）に直交するように当該板面
に立設され、戸先側に延在する略角柱形状を有する。この縦框挿入部７３において、幅寸
法（見込み方向の長さ寸法）は、縦框凹条溝５４１１の幅寸法よりも若干小さい寸法を有
する。また、縦框挿入部７３において、戸先側への延在方向の長さ寸法は、縦框凹条溝５
４１１の深さ寸法と略同一の寸法を有する。そして、縦框挿入部７３は、ピボットヒンジ
６が可動障子５に取り付けられた状態で、図７に示すように、縦框凹条溝５４１１に挿入
される。なお、縦框挿入部７３は、ピボットヒンジ６が可動障子５に取り付けられた状態
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で、図５に示すように、その上端面が下框凹条溝５３１１の底面と略面一となるように設
定されている。
【００２８】
　横框挿入部８は、ピボットヒンジ６が可動障子５に取り付けられた状態で、横框５６の
端部から当該横框５６の内部に挿入される部分である。より具体的に、横框挿入部８は、
図５ないし図７に示すように、可動側下框５３の端部からホロー５３Ａに挿入される。こ
の横框挿入部８は、第１挿入部８１と、第２挿入部８２とを備える。
　第１挿入部８１は、縦框挿入部７３における戸先側の側面から戸先側に向けて延在する
略角柱形状を有する。この第１挿入部８１における縦断面の断面形状は、第１ホロー５３
Ａ１における縦断面の断面形状と略同一の形状を有する。そして、第１挿入部８１は、ピ
ボットヒンジ６が可動障子５に取り付けられた状態で、可動側下框５３の端部から第１ホ
ロー５３Ａ１に挿入される。
【００２９】
　第２挿入部８２は、第１挿入部８１における脱衣室側の側面から脱衣室側に向けて延在
する第１延在部８２１と、第１延在部８２１における脱衣室側の端部から上方に向けて略
直角に屈曲して延在する第２延在部８２２とを有する断面略Ｌ字状に形成されている。そ
して、第２挿入部８２は、ピボットヒンジ６が可動障子５に取り付けられた状態で、可動
側下框５３の端部から第２ホロー５３Ａ２に挿入される。当該状態では、第２挿入部８２
において、第１延在部８２１は、図５に示すように、可動側下框５３の下框第２見込み壁
部５３２の内面に対向する。また、第２延在部８２２は、可動側下框５３における脱衣室
側の見付け面を構成する見付け壁部５３３の内面に対向する。
　また、第１延在部８２１において、下方側の面には、可動側下框５３の２つの挿通孔５
３２１に対向する位置に、２つのヒンジ固定ネジＳｃがそれぞれ螺合される２つの固定用
孔８２１１がそれぞれ構成されている。
　そして、ピボットヒンジ６は、２つの挿通孔５３２１を介して、２つのヒンジ固定ネジ
Ｓｃを２つの固定用孔８２１１にそれぞれ螺合することで、可動障子５（横框５６）に固
定される。すなわち、ピボットヒンジ６は、２つのヒンジ固定ネジＳｃにより、横框５６
のみに固定され、戸尻側縦框５４には固定されていない。
【００３０】
　以上説明したピボットヒンジ６は、以下に示すように、可動障子５に取り付けられる。
　先ず、可動側下框５３の端部からホロー５３Ａに横框挿入部８を挿入し、当該端部に縦
框挿入部７３における戸先側の側面を当接させる。この状態で、２つの挿通孔５３２１を
介して、２つのヒンジ固定ネジＳｃを２つの固定用孔８２１１にそれぞれ螺合することで
、可動側下框５３にピボットヒンジ６を固定する。
　次に、戸尻側縦框５４の縦框凹条溝５４１１に縦框挿入部７３を挿入し、縦框第１見込
み壁部５４１を可動側下框５３の端部に当接させる。この状態で、挿通孔５４１２を介し
て、１つの框固定ネジ（図示略）をビスホール５３１２に螺合することで、可動側下框５
３及び戸尻側縦框５４を接合する。
　以上のような手順により、ピボットヒンジ６は、可動障子５に取り付けられる。なお、
可動側上框５２と戸尻側縦框５４との接合部分に設けられるピボットヒンジ（図示略）も
、上記同様の手順で、可動側上框５２及び戸尻側縦框５４に対して取り付けられる。
【００３１】
　以上説明した本実施の形態に係るピボットヒンジ６は、ピボットヒンジ本体７及び横框
挿入部８を備える。このため、横框５６に加わる可動側面材５１等による荷重は、横框５
６に接合された戸尻側縦框５４と、横框５６の端部から当該横框５６の内部に挿入された
横框挿入部８との双方にそれぞれ加わり、ピボットヒンジ６を介して、枠体２（係合凹部
（図示略））に伝わる。すなわち、横框５６から戸尻側縦框５４に加わる荷重をピボット
ヒンジ６に分散し、戸尻側縦框５４及び横框５６の接合部分に応力が集中することを回避
することができる。
　したがって、本実施の形態に係るピボットヒンジ６によれば、戸尻側縦框５４と横框５
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６との接合部分の変形を抑制することができる、という効果を奏する。
【００３２】
　図８Ａ及び図８Ｂは、本発明の実施の形態の効果を説明する図である。具体的に、図８
Ａは、浴室用建具１の要部拡大横断面図であり、可動障子５の回動時に生じる第２縦枠２
４と戸尻側縦框５４との隙間Ｓｐの変動を示している。図８Ｂは、図８Ａに対応した図で
あり、係合部７２を可動側下框５３の下方に位置付けた場合での可動障子５の回動時に生
じる第２縦枠２４と戸尻側縦框５４との隙間Ｓｐの変動を示している。
　ところで、係合部７２を可動側下框５３の下方に位置するように構成した場合には、図
８Ｂに示すように、可動障子５の回動時に生じる第２縦枠２４と戸尻側縦框５４との隙間
Ｓｐの変動は、比較的に大きいものとなる。
　一方、本実施の形態に係るピボットヒンジ６では、係合部７２は、戸尻側縦框５３の端
部において、可動障子５にて第２開口Ｏｐを閉塞した状態で、浴室側に位置するように構
成されている。このため、図８Ａに示すように、可動障子５の回動時に生じる第２縦枠２
４と戸尻側縦框５４との隙間Ｓｐの変動を最小限に留めることができる。
【００３３】
　また、本実施の形態に係るピボットヒンジ６では、２つのヒンジ固定ネジＳｃにて横框
挿入部８（第２挿入部８２）が横框５６に固定され、縦框挿入部７３が戸尻側縦框５４の
縦框凹条溝５４１１に挿入される。このため、横框５６の長手軸を中心とする横框５６の
回転に伴ってピボットヒンジ６も回転するが、当該回転は、縦框挿入部７３が縦框凹条溝
５４１１の内面に当接することにより規制される。したがって、戸尻側縦框５４に対する
横框５６の上述した回転（横框５６の転び）を回避することができる。
　そして、ピボットヒンジ６により横框５６の転びを規制することができるため、１つの
みのビスホール５３１２及び框固定ネジ（図示略）を利用して戸尻側縦框５４及び横框５
６を接合しても、ピボットヒンジ６により横框５６の転びを規制することができる。した
がって、横框５６の内部に複数のビスホール５３１２を設ける必要がなく、横框５６を細
くすることが可能となる。また、縦框挿入部７３を戸尻側縦框５４の端部からホロー５４
Ａに挿入する構造を採用した場合には、戸尻側縦框５４を細くすることが難しいところ、
縦框挿入部７３を縦框凹条溝５４１１に挿入する構造を採用することで、戸尻側縦框５４
も細くすることが可能となる。
【００３４】
　また、本実施の形態に係るピボットヒンジ６では、横框挿入部８は、２つのヒンジ固定
ネジＳｃにより横框５６に対して固定される。このため、横框５６から戸尻側縦框５４に
加わる荷重をピボットヒンジ６に効果的に分散することができる。したがって、戸尻側縦
框５４と横框５６との接合部分の変形を抑制することができる、という効果を好適に実現
することができる。
【００３５】
　また、本実施の形態に係るピボットヒンジ６では、戸尻側縦框５４の端部の小口を閉塞
する閉塞部７１を備える。このため、戸尻側縦框５４の端部の小口を閉塞するキャップと
しての機能をピボットヒンジ６に持たせることができ、例えば、ピボットヒンジ６とは別
にキャップを設ける構成と比較して、構造の簡素化を図ることができる。
　なお、具体的な図示は省略したが、可動側上框５２及び可動側下框５３と戸先側縦框５
５との接合部分には、ピボットヒンジ６に対して係合部７２が省略された部材がそれぞれ
取り付けられ、当該部材にて戸先側縦框５５の上下の各小口が閉塞されている。
【００３６】
（その他の実施の形態）
　ここまで、本発明を実施するための形態を説明してきたが、本発明は上述した実施の形
態によってのみ限定されるべきものではない。
　上述した実施の形態では、係合部７２を略円柱状の軸部で構成し、係合部７２を枠体２
に設けられた係合凹部（図示略）に挿入することで、係合部７２及び係合凹部（図示略）
を係合させる構成としていたが、これに限られない。例えば、枠体２に、係合部７２と同
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様の軸部を設ける。一方、ピボットヒンジ６には、当該軸部が挿入される（係合する）凹
部または孔等の係合受け部を形成する。このような構成では、当該係合受け部は、本発明
に係る係合部に相当する。
【００３７】
　上述した実施の形態では、ピボットヒンジ６は、２つのヒンジ固定ネジＳｃにより横框
５６に固定されていたが、これに限られず、横框５６に固定しない構成を採用しても構わ
ない。
　上述したように、ピボットヒンジ６は、第１挿入部８１における縦断面の断面形状が第
１ホロー５３Ａ１における縦断面の断面形状と略同一の形状を有し、第１，第２延在部８
２１，８２２が可動側下框５３の下框第２見込み壁部５３２及び見付け壁部５３３の各内
面にそれぞれ対向するように構成されている。このため、横框５６にピボットヒンジ６を
固定しない構成を採用した場合であっても、横框５６の内面と第１挿入部８１や第１，第
２延在部８２１，８２２との当接、及び縦框挿入部７３と縦框凹条溝５４１１の内面との
当接により、戸尻側縦框５４に対する横框５６の転びを回避することができる。
【００３８】
　上述した実施の形態では、浴室用建具１は、連窓形式の建具で構成されていたが、これ
に限られず、ＦＩＸ窓（固定障子４）を省略し、浴室ドア（可動障子４）のみの単窓形式
の建具で構成しても構わない。
【００３９】
　上述した実施の形態では、本発明に係る建具として、浴室用建具１を例示したが、これ
に限られず、建物の開口部に設置される建具であれば、その他の建具に本発明に係るピボ
ットヒンジを採用しても構わない。
【符号の説明】
【００４０】
　１　浴室用建具、２　枠体、５　可動障子、６　ピボットヒンジ、７　ピボットヒンジ
本体、８　横框挿入部、５１　可動側面材（面材）、５４　戸尻側縦框、５６　横框、７
１　閉塞部、７２　係合部、７３　縦框挿入部、５４１１　縦框凹条溝（保持溝）、Ｏｐ
　開口部、Ｓｃ　ヒンジ固定ネジ（固定具）
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